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申請は設置・購入前の事前相談と現地
確認が必須です。
事前相談せずに設置・購入された場合
は、申請を受け付けることができません。

同

一

年

度

内

申請書提出～交付決定通知（設置・
購入が可能になる）まで概ね１～２週
間程度かかります。
時間に余裕をもって申請してください。

申請書（第１号様式）と添付書類を
すべて揃えて提出してください。
※下記参照

：練馬区が行う手続き

：申請者が行う手続き

凡例

止水板の数量等を変更する際は、事前
の変更申請が必要です。変更が生じた
場合はご連絡ください。
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